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専門部 月 日 曜 項目        内容

9 木 役員選挙投票開始 地区委員選出

事業計画・予算・役員総会について 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

6 19 金 第1回本部役員会 本年度の事業計画、予算など

7 5 日 高Ｐ連近畿大会 奈良県　新型コロナウイルスで中止

8
20
21

木
金

高Ｐ連全国大会 島根県　新型コロナウイルスで中止

9 25 金 第1回本部役員会 教養講座・学年別懇談会について

1 15 金

2 10 水

3 5 金 役員反省会・懇親会（拡大） 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

5 11 金 第１回部会 本年度の活動について　新型コロナウイルスで中止

6 19 金 第１回部会 本年度の活動について

9 25 金 朝の登校指導 ８：１５学校集合～８：４０まで分まで

10 23 金 第２回部会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

11 5 木 朝の登校指導 ８：１５学校集合～８：４０分まで

14  土
教養講座
学年別懇談会

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

5 11 金 第１回部会 本年度の活動について　新型コロナウイルスで中止

6 19 金 第２回部会 研修旅行について　新型コロナウイルス感染拡大のため中止

9 17 木 第３回部会 研修旅行について　新型コロナウイルス感染拡大のため中止

10 6 火 研修旅行 日帰りバス旅行（中間考査第２日）新型コロナウイルス感染拡大のため中止

5 11 金 第１回部会 本年度の活動について新型コロナウイルス感染拡大のため中止

6 19 金 第２回部会 体育祭模擬店打ち合わせ　新型コロナウイルス感染拡大のため中止

9 17 木 第３回部会 文化祭模擬店打ち合わせ  新型コロナウイルス感染拡大のため中止

10 15・16 木 文化祭模擬店、体育祭模擬店
カレーライス販売・ジュース販売　新型コロナウイルス感染拡大の
ため中止

5 11 金 第１回部会 本年度の活動について　新型コロナウイルスで中止

6 19 金 第１回部会 本年度の活動について。

9 金 第２回部会 「もりきた１1０号」の編集方針について

22 金 第３回部会 「もりきた１1０号」の編集会議

11 20 金 会報「もりきた１１０号」発行

1 8 金 第４回部会 「もりきた１1１号」の編集方針について

1 29 金 第５回部会 「もりきた１1１号」の編集会議

3 1 日 会報「もりきた１１1号」発行

 その他 3 5 金 ＰＴＡ役員反省会・懇親会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

令和２年度　守山北高校ＰＴＡ事業報告　

総務部

 研修部

 厚生部

第３回・第４回拡大役員会
　　　　次年度役員選考会

年間事業についての反省・次年度の役員選考

 広報部

4

11

10

本部











専門部 月 日 曜 項目        内容

9 金 役員選挙投票開始 地区委員選出

15 木 第１回本部役員会 各役員選出・役員総会について

14 金 PTA役員総会 役員選出、総会、事業、予算について

15 土 PTA総会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

高Ｐ連近畿大会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

8
24
25

火
水

高Ｐ連全国大会
島根大会　無観客オンライン開催
（くにびきメッセ、島根県立産業文化会館）

10 2 土 湖南ブロックPTA研修会

1 14 金

2 10 木

3 4 金 役員反省会 年間事業の反省および懇親会

5 14 金 第１回部会 年間事業計画について

7 9 金 朝の登校指導（１年） ８：１５学校集合～８：４０まで

9 27 月 朝の登校指導（２年） ８：１５学校集合～８：４０まで

11 4 木 朝の登校指導（３年） ８：１５学校集合～８：４０まで

5 14 金 第１回部会 年間事業計画について

6 18 金 第２回部会 「もりきた１１２号」の編集会議

7 12 月 会報「もりきた１１２号」発行

11 19 金 第３回部会 「もりきた１１３号」の編集会議

12 16 木 会報「もりきた１１３号」発行

1 27 木 第４回部会 「もりきた１１４号」の編集会議

3 1 火 会報「もりきた１１４号」発行

その他 3 4 金 PTA本部反省会

本部

4

5

広報部

令和３年度　守山北高校ＰＴＡ事業計画

第２回・３回PTA本部役員会
（拡大）次年度役員選考会

年間事業についての反省・次年度の役員選考

総務部

研修部

厚生部

今年度活動休止

今年度活動休止



［収入の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　要

3,149,000 3,265,400 △ 116,400 保護者等  543人（前年度584人）

15,227 4,447 10,780 PTA模試会計から繰入

1,020,027 1,015,153 4,874

4,184,254 4,285,000 △ 100,746

［支出の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　要

　総　　務　　費 576,000 609,000 △ 33,000

　　事　務　費 23,000 23,000 0 文具等

　　会　議　費 27,000 27,000 0 役員会等会議費用

　　慶　弔　費 20,000 20,000 0 会員の慶弔費

　　負　担　金 418,000 455,000 △ 37,000
高Ｐ連等各種負担金

　　渉　外　費 66,000 62,000 4,000 入学式・卒業式花

　　役　務　費 22,000 22,000 0 銀行振込および硬貨出金手数料

　活　　動　　費 2,130,000 1,990,000 140,000

　　一般活動費 870,000 720,000 150,000
PTA全国大会参加費、私費設備修繕
等、模試事業

協賛事業費 670,000 560,000 110,000
式典・卒業記念品、等の学校行事への
協賛活動

　　部会活動費 370,000 350,000 20,000 広報誌（年3回）発行費用

　　会員研修費 220,000 360,000 △ 140,000
PTA研修旅行・教育講演会等会員の研
修費用

　奨　　励　　費 1,270,000 1,180,000 90,000

　　クラブ振興費 850,000 850,000 0
部活動引率旅費
部活外部指導者への謝金

　　教育研究費 120,000 130,000 △ 10,000
教育研究会会費、各種協議会等参加
負担金

　　環境改善費 300,000 200,000 100,000
クラブ活動等不用物品の処分
校内高木剪定の協力

150,000 150,000 0 周年事業積立金特別会計へ

58,254 356,000 △ 297,746 予定外費用への対応

4,184,254 4,285,000 △ 100,746

　前年度繰越金

令和３年度ＰＴＡ会計予算書

科　　　　　目 増減額

　会　　　　　　費

　雑 　　収　　入

　　合　      　　計

　　合　    　　計

科　　　　　目 増減額

　周年事業積立金

　予　  　備　  　費



［収入の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　要

0 108 △ 108 預金利息等

776,105 743,892 32,213

776,105 744,000 32,105

［支出の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　要

0 0 0

リース料に含まれない、ﾀﾝｸ安全弁・
調整器の法定定期部品交換 5年に1
回、他修繕等の予算であったが、県
費において修繕できることとなったた
め。

0 0 0

リース料に含まれないフロン排出抑
制法点検業務に係る経費であった
が、県費において対応できるように
なったため。

776,105 744,000 32,105 下記、提案による。

0 0 △ 0

776,105 744,000 32,105

次年度繰越金

合　　　　計

　この会計は、平成２６年度から平成２７年度にかけて、教室空調機整備のための経費として、PTA一般会
計から積み立てを行ったものである。
　ところが、平成２７年度の教室空調機の整備にあたり、整備経費の一部に補填をすることを本来の意味
から第一に考えたが、総額３千６百万円を越える１３年リースのため、補填しても保護者１人あたり数十円
の出費減にしかならず、そうであればリース料に含まれない維持管理のための会計を設けようと、総会で
承認を得て設けた会計である。
　令和２年度役員総会で、この会計にかかる経費は、新たに県費にて支出されることが決まり不要となった
ことから、当該会計の使途について検討したところ、本校の視聴覚室に設置されている視聴覚機器が古
く、現在の機器にそぐわないことや、生徒への還元の意味から、予算の範囲内で、視聴覚機器について
本校への寄付を申し出ることにしたい。との提案があった。ただし令和2年度には寄附は行われていない
ため、改めて使途等について再検討を行いたい。その際は改めてPTA会計へ振替等も検討する。

合　  　　計

科　　　　　目 増減額

修繕費

役務費

予備費

令和３年度ＰＴＡ空調設備維持管理会計予算書

科　　　　　目 増減額

雑収入

前年度繰越金



［収入の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　要

0 0 0 ・リース料、ガス・電気代県費にて負担のため

0 0 0 ・リース料、ガス・電気代県費にて負担のため

0 0 0 ・リース料、ガス・電気代県費にて負担のため

2,873,934 2,927,504 △ 53,570 リース料等補助金(滋賀県より)

0 292 △ 292 預金利息

0 32,204 △ 32,204

2,873,934 2,960,000 △ 86,066

［支出の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　要

2,817,504 2,817,504 0
・月額234,792円×12か月

56,430 110,000 △ 53,570
リース料に含まれない、フロンガス定期点検(３年
に１回)

0 32,204 △ 32,204 前年度繰越金の清算のため

0 292 △ 292

2,873,934 2,960,000 △ 86,066

増減額

令和３年度ＰＴＡ空調設備運転会計予算書

科　　　　　目 増減額

保護者等負担金

PTA会計繰入金

後援会会計繰入金

リース料

修繕費

PTA一般会計へ繰出

予　備　費

合　　　　計

リース料等補助金

雑　収　入

前年度繰越金

合　  　　計

科　　　　　目



滋賀県立守山北高等学校ＰＴＡ会則 

 

 

（名称） 

第１条 この会は、滋賀県立守山北高等学校ＰＴＡと称し、事務局を本校内におく。 

 

（目的） 

第２条 この会は、会員相互の協力によって、教育の充実刷新を期し、生徒の健全な育成を

図るとともに、会員相互の教養を高め親睦を深めることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 この会は前条の目的を達成するため、 

次の事業を行う。 

(1) 生徒の学習、生活、体育、保健、厚生福祉の充実に関する事業 

(2) 学校、家庭および地域社会との連携に関する事業 

(3) 会員相互の親睦ならびに研修に関する事業 

(4) その他必要と認める事業 

 

（会員） 

第４条 この会は、保護者等および教職員を会員とする。ただし、休学中の生徒の保護者

等は除く。 

 

（役員および委員） 

第５条 この会に次の役員および委員を置く。 

(1) 本部役員６名 

会長１名  

副会長２名 

書記２名  

会計１名 

(2) 事業部長４名（以下の部各１名） 

事業部副部長４名（以下の部各１名） 

    総務部 研修部 広報部 厚生部 

(3) 事業部委員  各地区若干名 

(4) 参与１名   校長 

(5) 幹事若干名  教職員 

(6) 会計監査２名 

 

（役員および委員の選出） 

第６条（役員の任務） 

 この会の役員および委員の選出は、次の方法によるほか役員等選出規定に定める

ところによる。 

(1) 本部役員および会計監査は、役員等選出規定の定めにより選出し、拡大役員会

の承認を受けたのち総会に報告する。 

(2) 事業部委員は学年等を考慮して選出する。 

(3) 参与は校長があたる。 

(4) 幹事は本校教職員の中から校長が指名する。 



 

第７条 

この会の役員および委員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長はこの会を代表し、会務を統括する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故あると 

きは、その職務を代行する。 

(3) 書記は会長の命を受け、庶務を整理する。 

(4) 会計は会長の命を受け、会計事務を処理する。  

(5) 事業部長および事業部副部長は、本部役員とともに拡大役員会を組織し、各地

区内および各学年の会員と学校との連絡にあたり、さらに各事業に関する事項

を協議する。 

(6) 事業部員は、事業部長および事業部副部 

長とともに、各事業に関する事項を協議 

する。 

(7) 参与は、会長の依頼を受け、この会の運営に関し学校運営との関係を調整する

とともに、会長と連携して幹事を指導・助言する。 

(8) 幹事は参与の指導・助言のもと、会務の処理を補佐する。 

(9) 会計監査は会計を監査し、総会において 

報告する。 

 

（役員の任期） 

第８条 

  この会の役員および事業部委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（顧問） 

第９条 

 この会に顧問を置くことができる。顧問は本部役員会の推薦により会長が委嘱す

る。 

 

（総会） 

第１０条 この会の総会は毎年５月に開催し、臨時総会は拡大役員会が必要と認め

たときに開催することができる。 

２ 総会は会員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立する。 

３ 議決は委任状を含め会員の過半数の賛成を要する。なお、賛否同数のときは議

長がこれを決定する。 

  ４ 総会の議長は、本部役員および事業部委員の中から選出する。 

  ５ 総会は次の事項を評議決定する。 

     (1)事業報告および決算の承認 

     (2)事業計画および予算の議決 

     (3)その他この会の運営上の重要事項の審議 

 

（拡大役員会） 

第１１条  拡大役員会は、本部役員、事業部長、事業部副部長、事業部委員、参与

および幹事をもって構成し随時開催する。 

  ２ 拡大役員会は次の事項を審議、決定する。 

    (1)本部役員および会計監査の承認 



     (2)総会に提出する議案 

(3)役員等選出規定、慶弔規定の変更 

(4)予算の流用および予備費の充当の 

承認 

     (5)顧問の推薦 

     (6)その他の重要事項の審議 

 

（事業部） 

第１２条 委員は次の各事業部に所属して、各専門事業の計画ならびに運営に関す

る事項を審議する。 

(1)総務部 

(2)研修部 

  (3)広報部 

  (4)厚生部 

 

（本部役員会） 

第１３条 本部役員会は、本部役員、参与および幹事をもって構成し随時開催する。 

 

（地区総会） 

第１４条  地区総会は必要あるときに開催し、地区に関する事項について協議懇談

する。 

 

（学年総会） 

第１５条  学年総会は必要あるときに開催し、当該学年に関する事項について協議

懇談する。 

 

（会計区分） 

第１６条 本会の会計は、一般会計と特別会計とする。 

 

(会計) 

第１７条 一般会計は本会の運営ならびに会員の活動に関するものとし、会費、事

業収入、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。特別会計は、一般会計以外に

関するものとする。 

２ 会費は会員一人につき年額５，８００円とする。ただし、兄弟姉妹が２人以上在

籍する場合は、１人分を徴収する。 

 

３ 学年の途中において、生徒が転入学、休学、復学、退学、または転学したときの

会費は月割り計算とし、その事実が生じた月の会費は納入しなければならない。 

 

（会計年度） 

第１８条 この会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 

（慶弔規定） 

第１９条  慶弔規定は別に定める。 

 

 



（改正） 

第２０条 この会則は総会の承認を経て変更することができる。ただし、緊急を要

するときは拡大委員会で決定し、総会で報告することができる。 

 

 

（附則） 

 (1) この会則は昭和５８年４月８日から実施する。 

(2) この会則は昭和５８年５月１日から施行する。 

(3) 昭和６１年５月２４日改正 

(4) 昭和６２年５月２３日改正  

(5) 平成元年５月１３日改正 

(6) 平成３年３月３１日改正 

(7) 平成５年５月２９日改正 

(8) 平成８年６月１日改正 

(9) 平成１０年５月３０日改正 

(10)平成１１年５月２９日改正 

(11)平成１７年４月１日改正 

(12)平成２０年５月２４日改正 

(13)平成２７年５月２３日改正             

(14)令和２年６月１９日改正 

 

 





 後援会　　教育活動振興費執行状況

教 科 活 動 等 補 助 費 ク ラ ブ 活 動 補 助 費

項　　　　　目 金　　額 項　　　　　目 金　　額

進路指導FINEｼｽﾃﾑ利用料 54,960        クラブ活動補助（生徒会へ） 450,000       

教育情報管理システム保守料 198,000       近畿大会出場激励金(バドミントン部） 9,000          

オンライン就職活動用IT機器（進路課） 12,718        生徒会　グラウンド土 150,000       

スチール整理棚、追加棚板（家庭科） 80,520        生徒会備品 防球ネット 225,000       

後援会積立会計へ 50,000        野球部備品　塁ベース 54,450         

図書管理用ソフトウエア使用料 33,000        野球部　トスフェンス 103,400       

図書館報第33号 47,300        

図書購入（153冊） 230,535       

本の多読者表彰副賞（図書券） 4,000          

学校教育相談図書等 9,086          
 
学校保健ニュース等 17,688        

複写機パフォーマンス料 40,121        

ポータブルスピーカー台（英語科） 47,400        

国際理解講座DVD（1学年） 16,871        

進学・就職用書籍等（進路科） 52,825        

掃除機（美術科） 28,441        

掃除機2台（第2学年） 56,882        

980,347       991,850       

上記品目を学校教育振興として、学校に寄付しました。



［収入の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　　要

2,016,000 2,168,000 △ 152,000 保護者504人

10 967 △ 957 預金利息

254,135 218,033 36,102

2,270,145 2,387,000 △ 116,855

［支出の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　　要

22,000 22,000 0

　事　務　費 4,000 4,000 0

　会　議　費 2,000 2,000 0

　役　務　費 16,000 16,000 0
口座振替手数料の負担金、送金手
数料

1,910,000 1,910,000 0

　教科活動等補助費 910,000 910,000 0 教科活動用品等の寄贈

　クラブ活動補助費 1,000,000 1,000,000 0
生徒会活動補助、クラブ活動用具
の補助、全国大会出場激励金
100,000円

150,000 150,000 0 周年事業のための積立

0 0 0 県費による負担となったため

188,145 305,000 △ 116,855 予定外費用への対応

2,270,145 2,387,000 △ 116,855

※ 教育活動振興費での購入品は学校への寄付とします。

周年事業積立金

教室エアコンリース料
負担金

予  　　備　  　費

合　        　　計

前年度繰越金

合  　    　　計

科　　　　　目 増　減　額

運　　営　　費

教育活動振興費

令和３年度後援会会計予算書

科　　　　　目 増　減　額

会　　　　 　費

雑　　収　　入



滋賀県立守山北高等学校後援会会則

(名称)

第1条本会は、滋賀県立守山北高等学校後援会と称し、事務局を本校内におく。

(目的)

第2条本会は、滋賀県立守山北高等学校の教育の振興と充実をはかり、生徒の健全な育成につとめることを目的と

し、次の事業を行う。

(1)教育条件の整備・充実に関すること。

(2)クラブ活動等の教育振興に関すること。

(3)その他教育の振興充実に関すること。

(会員)

第3条本会は、本会の趣旨に賛同する者によって組織する。

(役員)

第4条本会に次の役員をおく。

(1)会長1名　　　　　　(2)副会長2名

(4)幹事若干名　　　　　(5)庶務・会計各1名

(3)監査委員2名

第5条本会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統理する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(3)監査委員は、本会の会計を監査する。

(4)幹事は、本会の運営について協議する。

(5)庶務・会計は、本会の事務・経理を処理する。

第6条本会の役員は、役員会において選出する。

第7条役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第8条本会に顧問をおくことができる。

(会議)

第9条本会には役員をおくほか、必要に応じて総会をひらく。

(会計)

第10条本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。

会費は4, 000円とする。だだし、県から授業料減免の決定を受けた者については、会費を免除すること

ができる。また、兄弟姉妹が2人以上在籍する場合の徴収は、 1大分とする。

第1 1条年会費は、毎年度当初に一括納入するものとする。

第12条本会の会計年度は、 4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)

第1 3条本会則は、役員会において改正することができる。

付則

本会則は、昭和59年3月1日から実施する。

平成3年3月31日改正

平成8年6月1日改正

平成11年5月22日改正

平成17年4月1日改正

副図星





［収入の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　　要

300,000 300,000 0
PTA会計   150,000
後援会会計150,000

20 67 △ 47 預金利息等

3,401,953 2,101,933 1,300,020

3,701,973 2,402,000 1,299,973

［支出の部］

予　算　額 前年度予算額 摘　　　要

0 0 0

3,701,973 2,402,000 1,299,973

3,701,973 2,402,000 1,299,973

0

合　　　計

前 年 度 繰 越 金

　　  合　        　　計

科　　　　　目 増　減　額

繰 出 金

次 年 度 繰 越 金

令和３年度周年事業積立金会計予算書

科　　　　　目 増　減　額

繰 入 金

雑 収 入



月 � �儀　式　的　な　も　の �学芸"体育・旅行"勤労生産的なもの(ボランティア活動 �その他渉外"安全"保健等 
4 �上旬 中旬 下旬 �始業式親任式入学エ 離任式 �大掃除課題考査　新入生歓迎行事 �校内安全点検　身体測定・検尿 

3年就職模試公務員模試　進学模試 �心電図・貧血検査・胸部Ⅹ線 
面談週間 
図書館オリエンテーション 

クラブ集会 

校外学習 
5 �上旬 中旬 下旬 � �就職模試 �人権教育推進委員会　PTA役員会 

生徒総会 �内科・歯科検診校内安全点検 PTA総会後援会総会 
中間考査　読書週間 
3年進路別集会 

読書週間　コース説明会 �保護者進路説明会 
2年保護者向進路説明会 �A巳D講習会 

6 �上旬 中旬 下旬 � �春季高校総体 �内科検診・歯科検診 
読書週間 �中学訪問 
3年進路課合同会議 �学校評価委員会 
体育祭 �教科書選定委員会 
3年進学模試、看護模試、就職模試 �人権教育推進委員会 

期末考査 �学校運営協議会　校内外安全点検 
7 �上旬 中旬 下旬 �終業式 �期末考査 進学模試 �保護者会　自転車点検 

人権映画鑑賞　性教育講演会 
舎外清掃　読書週間 
就職・公務員模試就職相談 
夏季進学講座 

8 �上旬 中旬 下旬 �体験入学 �県体 �職員研修 
補習補充授業 �PTA全国大会: 
夏季進学講座蔵書点検 
就職三者懇談会小論模試　進学模試 

9 �上旬 中旬 下旬 �始業式 体験入学 �身だしなみ週間 �校内外安全点検 
避難訓練 �人権教育推進委員会 
就職面接指導 
大学入学共通テスト出願事前指導 
読書週間 教育実習 

10 �上旬 中旬 下旬 � �中間考査 3年模擬試験 �PTA研修旅行 
人権教育推進委員会避難訓練 

文化祭 読書週間 �校内安全点検人権講演会 
模擬店 

進学面接指導 �職員研修 
秋季高校総体・総文祭 

11 �上旬 中旬 下旬 � �アクティブワーキングガイダンス �人権教育推進委員会 校内安全点検 
芸術鑑賞 
読書週間 
進学模試 
生徒会役員選挙 
期末考査 

12 �上旬 中旬 下旬 �終業式 �期末考査 2年修学旅行1年フィールドワーク花づくり �校内安全点検 自転車ステッカー点検 保護者会 

3年交通安全教室読書週間 
就職内定者ガイダンス 
大掃除 

1 �上旬 中旬 下旬 �始業式 �大掃除　読書週間l・2年学力到達度テスト �校内外安全点検 人権教育推進委員会 職員研修 
宿題考査補充学習進学ガイダンス 
3年内定者ガイダンス 

就職模試l,2年進学模試 
3年学卒業考査 

2 �上旬 中旬 下旬 � �読書週間 �人権教育推進委員会 
2年就職ガイダンス �PTA役員会学校保健委員会 

進学ガイダンス 

学年末考査 
3 �上旬 中旬 下旬 �卒業式 終業式 �学年末考査 �学校運営協議会 身体測定 写真撮影自転車点検 

進路・就職ガイダンス1,2年交通安全教室 
身体測定、1年舎外清掃 
球技大会アクティブワーキングガイダンス 

大掃除新入生オリエンテーション 

-Z」
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